
規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日

規則第８３号
さいたま市職員の通勤手当に関する

規則の一部を改正する規則 
職 員 課 令和２年６月９日

規則第８４号
さいたま市事業所事務分掌規則の一

部を改正する規則
総 務 課 令和２年６月１９日

規則第８５号

さいたま市会計年度任用職員の勤

務時間及び休暇に関する規則の一

部を改正する規則 

人 事 課 令和２年６月２２日

規則第８６号

さいたま市生活環境の保全に関す

る条例施行規則の一部を改正する

規則 

環 境 対 策 課 令和２年６月２４日

規則第８７号

さいたま市廃棄物の処理及び再生

利用に関する規則の一部を改正す

る規則 

産業廃棄物指導課 令和２年６月２５日

規則第８８号

さいたま市障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法

律施行細則の一部を改正する規則

障 害 支 援 課 令和２年６月２６日

規則第８９号

さいたま市職員の特殊勤務手当に

関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

職 員 課 令和２年６月２９日

規則第９０号
さいたま市老人福祉法施行細則の

一部を改正する規則 
介 護 保 険 課 令和２年６月２９日



さいたま市規則第８３号 

さいたま市職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の通勤手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第４６号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（返納の事由及び額等） （返納の事由及び額等） 

第１４条 条例第１５条第４項の規則で定める事由

は、通勤手当（１月の支給単位期間に係るものを

除く。）を支給される職員について生じた次の各

号のいずれかに掲げる事由とする。 

第１４条 条例第１５条第４項の規則で定める事由

は、通勤手当（１月の支給単位期間に係るものを

除く。）を支給される職員について生じた次の各

号のいずれかに掲げる事由とする。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 月の中途において地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」という。）第２８

条第２項の規定により休職にされ、法第２９条

第１項の規定により停職にされ、法第５５条の

２第１項ただし書に規定する許可を受け、公益

的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第３０３号）

第２条第１項若しくは外国の地方公共団体の機

関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関

する条例（平成１３年さいたま市条例第３０４

号）第２条第１項の規定により派遣され、地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第２条の規定により育児休業を

し、又はさいたま市職員の配偶者同行休業に関

する条例（平成２７年さいたま市条例第４号）

第２条の規定により配偶者同行休業をした場合

（これらの期間の初日の属する月又はその翌月

に復職し、又は職務に復帰することとなる場合

を除く。第１６条第２項において「派遣等とな

った場合」という。） 

 月の中途において地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」という。）第２８

条第２項の規定により休職にされ、法第２９条

第１項の規定により停職にされ、法第５５条の

２第１項ただし書に規定する許可を受け、公益

的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第３０３号。

以下「公益的法人等派遣条例」という。）第２

条第１項若しくは外国の地方公共団体の機関等

に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第３０４号。

以下「外国派遣条例」という。）第２条第１項

の規定により派遣され、地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以

下「育児休業法」という。）第２条の規定によ

り育児休業をし、又はさいたま市職員の配偶者

同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市

条例第４号。以下「配偶者同行休業条例」とい

う。）第２条の規定により配偶者同行休業をし

た場合であって、これらの期間が２以上の月に

わたることとなるとき。 

 ［略］   ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 



２ 月の中途において派遣等となった場合（次項に

規定する場合に該当しているときを除く。）には、

支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰

した日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

る場合にあっては、その日の属する月）から開始

する。 

２ 月の中途において法第２８条第２項の規定によ

り休職にされ、法第２９条第１項の規定により停

職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規定

する許可を受け、公益的法人等派遣条例第２条第

１項若しくは外国派遣条例第２条第１項の規定に

より派遣され、育児休業法第２条の規定により育

児休業をし、又は配偶者同行休業条例第２条の規

定により配偶者同行休業をした場合であって、こ

れらの期間が２以上の月にわたることとなったと

き（次項に規定する場合に該当しているときを除

く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は

職務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月

の初日である場合にあっては、その日の属する月

）から開始する。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和

２年４月１日から適用する。 

 （支給単位期間に係る経過措置） 

３ 令和２年３月３１日以前にこの規則による改正前のさいたま市職員の通勤手当に

関する規則第１４条第１項第３号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の

開始については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第８４号 

   さいたま市事業所事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市事業所事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８７号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （分掌事務） 

第４条 事業所の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

 ［略］ 

 経済局 

 （分掌事務） 

第４条 事業所の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

 ［略］ 

 経済局 

 ［略］  ［略］ 

  農業政策部 

 ［略］ 

   食肉中央卸売市場 

  農業政策部 

 ［略］ 

   食肉中央卸売市場 

～  ［略］ 

 市場運営取引委員会に関すること。 

～  ［略］ 

 市場運営協議会に関すること。 

 市場取引委員会に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和２年６月２１日から施行する。 



さいたま市規則第８５号 

   さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則（令和元年さいたま

市規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （会計年度任用職員の特別休暇）  （会計年度任用職員の特別休暇） 

第１１条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、

 会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間

の有給の休暇を与えるものとする。 

第１１条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、

 会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間

の有給の休暇を与えるものとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 妊娠中又は出産後１年以内の会計年度任用職

員が妊娠又は出産に関し母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）第１０条に規定する保健指

導又は同法第１３条に規定する健康診査を受け

る場合 妊娠６月（１月は２８日として計算す

る。以下この号において同じ。）までは４週間

に１回、妊娠７月から９月までは２週間に１回、

  妊娠１０月から出産までは１週間に１回、産後

１年まではその間に１回（医師等の特別の指示

があった場合には、いずれの期間においても、

その指示された回数）とし、１回につき１日の

範囲内でその都度必要と認める時間 

 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する

交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大

な支障を与える程度に及ぶものであると認める

場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおい

て、１日を通じて１時間を超えない範囲内でそ

れぞれ必要と認める時間 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 



 ［略］  ［略］ 

２ 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計

年度任用職員（第６号及び第７号に掲げる場合に

あっては、１週間の勤務日が３日以上とされてい

る会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤

務日が定められている会計年度任用職員で１年間

の勤務日が１２１日以上であるものであって、６

月以上継続勤務しているものに限る。）に対して

当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるもの

とする。 

２ 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計

年度任用職員（第８号及び第９号に掲げる場合に

あっては、１週間の勤務日が３日以上とされてい

る会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤

務日が定められている会計年度任用職員で１年間

の勤務日が１２１日以上であるものであって、６

月以上継続勤務しているものに限る。）に対して

当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるもの

とする。 

 ［略］    ［略］ 

 妊娠中又は出産後１年以内の会計年度任用職

員が妊娠又は出産に関し母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）第１０条に規定する保健指

導又は同法第１３条に規定する健康診査を受け

る場合 妊娠６月（１月は２８日として計算す

る。以下この号において同じ。）までは４週間

に１回、妊娠７月から９月までは２週間に１回、

妊娠１０月から出産までは１週間に１回、産後

１年まではその間に１回（医師等の特別の指示

があった場合には、いずれの期間においても、

その指示された回数）とし、１回につき１日の

範囲内でその都度必要と認める時間 

 ［略］  ［略］ 

 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する

交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大

な支障を与える程度に及ぶものであると認める

場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおい

て、１日を通じて１時間を超えない範囲内でそ

れぞれ必要と認める時間 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正） 

２ さいたま市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則

第２２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 



 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （条例第１９条第３項の規則で定める育児を事由

とする特別休暇） 

 （条例第１９条第３項の規則で定める育児を事由

とする特別休暇） 

第１０条の２ 条例第１９条第３項の規則で定める

育児を事由とする特別休暇は、次に掲げる特別休

暇とする。 

第１０条の２ 条例第１９条第３項の規則で定める

育児を事由とする特別休暇は、次に掲げる特別休

暇とする。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

 さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び

休暇に関する規則（令和元年さいたま市規則第

５０号）第１１条第２項第３号に掲げる場合の

特別休暇 

 さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び

休暇に関する規則（令和元年さいたま市規則第

５０号）第１１条第２項第５号に掲げる場合の

特別休暇 



さいたま市規則第８６号 

   さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第１

０４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （環境負荷低減計画の作成等） 

第４条 ［略］ 

２ 条例第１１条第２項前段の規定による環境負荷

低減計画の提出は、前項の規定により環境負荷低

減計画を作成しなければならない年度の８月３１

日までに環境負荷低減計画作成（変更）報告書（

様式第１号）に添付してしなければならない。た

だし、災害その他やむを得ない事由により当該期

限内に当該提出をすることができないと認められ

るときは、市長が当該事由を勘案して定める期限

までに提出をしなければならない。 

３ ［略］ 

 （環境負荷低減計画の作成等） 

第４条 ［略］ 

２ 条例第１１条第２項前段の規定による環境負荷

低減計画の提出は、前項の規定により環境負荷低

減計画を作成しなければならない年度の８月３１

日までに環境負荷低減計画作成（変更）報告書（

様式第１号）に添付してしなければならない。 

３ ［略］ 

 （取扱量等の報告） 

第５８条 条例第７４条第２項の規定による報告は、

毎年度６月３０日までに、特定化学物質取扱量等

報告書（様式第２６号）によってしなければなら

ない。ただし、災害その他やむを得ない事由によ

り当該期限内に当該報告をすることができないと

認められるときは、市長が当該事由を勘案して定

める期限までに報告をしなければならない。 

（取扱量等の報告） 

第５８条 条例第７４条第２項の規定による報告は、

毎年度６月３０日までに、特定化学物質取扱量等

報告書（様式第２６号）によってしなければなら

ない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第８７号 

   さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則（平成１３年さいたま市規則第

１４２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （一般廃棄物減量計画の作成等） 

第４条 ［略］ 

２ 条例第１２条の規定による計画の提出は、事業

系一般廃棄物減量等計画書（様式第１号）により

毎年５月末日までに行わなければならない。ただ

し、災害その他やむを得ない事由により当該期限

内に当該提出をすることができないと認められる

ときは、市長が当該事由を勘案して定める期限ま

でに提出をしなければならない。 

 （一般廃棄物減量計画の作成等） 

第４条 ［略］ 

２ 条例第１２条の規定による計画の提出は、事業

系一般廃棄物減量等計画書（様式第１号）により

毎年５月末日までに行わなければならない。 

 （処理計画の提出） 

第４条の３ 条例第１２条の２第１項の規定による

処理計画の提出は、特別管理産業廃棄物を除く産

業廃棄物に係るものにあっては産業廃棄物処理計

画（変更計画）書（様式第１号の２）により、特

別管理産業廃棄物に係るものにあっては特別管理

産業廃棄物処理計画（変更計画）書（様式第１号

の３）により当該年度の６月３０日までに行わな

ければならない。この場合においては、第４条第

２項ただし書の規定を準用する。 

２ ［略] 

 （処理計画の提出） 

第４条の３ 条例第１２条の２第１項の規定による

処理計画の提出は、特別管理産業廃棄物を除く産

業廃棄物に係るものにあっては産業廃棄物処理計

画（変更計画）書（様式第１号の２）により、特

別管理産業廃棄物に係るものにあっては特別管理

産業廃棄物処理計画（変更計画）書（様式第１号

の３）により当該年度の６月３０日までに行わな

ければならない。 

２ ［略] 

 （実施の状況の報告） 

第４条の４ 条例第１２条の２第２項の規定による

報告は、特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物に

係るものにあっては産業廃棄物処理計画実施状況

報告書（様式第１号の４）により、特別管理産業

廃棄物に係るものにあっては特別管理産業廃棄物

処理計画実施状況報告書（様式第１号の５）によ

り処理計画を提出した年度の翌年度の６月３０日

までに行わなければならない。ただし、災害その

 （実施の状況の報告） 

第４条の４ 条例第１２条の２第２項の規定による

報告は、特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物に

係るものにあっては産業廃棄物処理計画実施状況

報告書（様式第１号の４）により、特別管理産業

廃棄物に係るものにあっては特別管理産業廃棄物

処理計画実施状況報告書（様式第１号の５）によ

り処理計画を提出した年度の翌年度の６月３０日

までに行わなければならない。 



他やむを得ない事由により当該期限内に当該報告

をすることができないと認められるときは、市長

が当該事由を勘案して定める期限までに報告をし

なければならない。 

 （報告の徴収） 

第２４条 ［略] 

２ ［略] 

３ 法第１２条第８項に規定する事業場を設置して

いる事業者は、毎年６月３０日までに、その年の

３月３１日以前の１年間の当該事業場における産

業廃棄物の処理に関し、当該産業廃棄物の種類ご

とに次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理実

績報告書（様式第２８号の３）を市長に提出しな

ければならない。この場合においては、第４条第

２項ただし書の規定を準用する。 

～  ［略］ 

４ 産業廃棄物収集運搬業者（積替え又は保管を行

う者に限る。）及び産業廃棄物処分業者並びに特

別管理産業廃棄物収集運搬業者（積替え又は保管

を行う者に限る。）及び特別管理産業廃棄物処分

業者は、毎年６月３０日までに、その年の３月３

１日以前の１年間における産業廃棄物又は特別管

理産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、当該

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに

次に掲げる事項を記載した産業廃棄物（特別管理

産業廃棄物）の運搬・処分実績報告書（様式第２

８号の５）を市長に提出しなければならない。こ

の場合においては、第４条第２項ただし書の規定

を準用する。 

～  ［略］ 

 （報告の徴収） 

第２４条 ［略］ 

２ ［略] 

３ 法第１２条第８項に規定する事業場を設置して

いる事業者は、毎年６月３０日までに、その年の

３月３１日以前の１年間の当該事業場における産

業廃棄物の処理に関し、当該産業廃棄物の種類ご

とに次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理実

績報告書（様式第２８号の３）を市長に提出しな

ければならない。 

～  ［略］ 

４ 産業廃棄物収集運搬業者（積替え又は保管を行

う者に限る。）及び産業廃棄物処分業者並びに特

別管理産業廃棄物収集運搬業者（積替え又は保管

を行う者に限る。）及び特別管理産業廃棄物処分

業者は、毎年６月３０日までに、その年の３月３

１日以前の１年間における産業廃棄物又は特別管

理産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、当該

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに

次に掲げる事項を記載した産業廃棄物（特別管理

産業廃棄物）の運搬・処分実績報告書（様式第２

８号の５）を市長に提出しなければならない。 

～  ［略］ 

様式第１号の２（第４条の３関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 

（第６面） 

備考 

 １ ［略］ 

 ２ 当該年度の６月３０日までに提出する

こと。ただし、災害その他やむを得ない

事由により当該期限内に当該提出をする

ことができないと認められるときは、市

長が定める期限までに提出すること。 

 ３～８ ［略］ 

 ［略］ 

様式第１号の２（第４条の３関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 

（第６面） 

備考 

 １ ［略］ 

 ２ 当該年度の６月３０日までに提出する

こと。 

 ３～８ ［略］ 

 ［略］ 



様式第１号の３（第４条の３関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 

（第６面） 

備考 

 １ ［略］ 

 ２ 当該年度の６月３０日までに提出する

こと。ただし、災害その他やむを得ない

事由により当該期限内に当該提出をする

ことができないと認められるときは、市

長が定める期限までに提出すること。 

 ３～８ ［略］ 

 ［略］ 

様式第１号の３（第４条の３関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面）～（第５面） ［略］ 

（第６面） 

備考 

 １ ［略］ 

 ２ 当該年度の６月３０日までに提出する

こと。 

 ３～８ ［略］ 

 ［略］ 

様式第１号の４（第４条の４関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 

備考 

 １ 翌年度の６月３０日までに報告するこ

と。ただし、災害その他やむを得ない事

由により当該期限内に当該報告をするこ

とができないと認められるときは、市長

が定める期限までに報告すること。 

 ２～７ ［略］ 

 ［略］ 

様式第１号の４（第４条の４関係） 

（第１面） 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 

備考 

 １ 翌年度の６月３０日までに報告するこ

と。 

 ２～７ ［略］ 

 ［略］ 

様式第１号の５（第４条の４関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 

様式第１号の５（第４条の４関係） 

（第１面） 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

 ［略］ 

 ［略］ 

（第２面） ［略］ 

（第３面） 



備考 

 １ 翌年度の６月３０日までに報告するこ

と。ただし、災害その他やむを得ない事

由により当該期限内に当該報告をするこ

とができないと認められるときは、市長

が定める期限までに報告すること。 

 ２～７ ［略］ 

 ［略］ 

備考 

 １ 翌年度の６月３０日までに報告するこ

と。 

 ２～７ ［略］ 

 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第８８号 

   さいたま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

細則の一部を改正する規則 

 さいたま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年さいたま市規則第６５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１９号（第１８条、第２０条関係） 様式第１９号（第１８条、第２０条関係） 

自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書 

（新規・再認定・変更）※１ 

フ リ ガ ナ  ［略］ 

受診者氏名

 ［略］      

自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書 

（新規・再認定・変更）※１ 

フ リ ガ ナ   性
男・女

 ［略］ 

受診者氏名   別

 ［略］      

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２０号（第１８条、第２０条関係） 様式第２０号（第１８条、第２０条関係） 

自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書 

 （新規・再認定・変更） 

自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書 

 （新規・再認定・変更） 

障

害

者

フ リ ガ ナ    ［略］ 

受診者氏名

 ［略］    

 ［略］    

障

害

者

フ リ ガ ナ  性別  ［略］ 

受診者氏名  男・女

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２１号（第１８条、第２０条関係） 様式第２１号（第１８条、第２０条関係） 

自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書（新規 自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書（新規

・転入・再認定・ 変更）※１ 
所得区分 

指定医療機関 
・転入・再認定・ 変更）※１ 

所得区分 

指定医療機関 



障

害

者

・

児

フリガナ      ［略］

受診者氏

名 

 ［略］      

 ［略］      

障

害

者

・

児

フリガナ   性 男  ［略］

受診者氏

名 別

・

女

 ［略］      

 ［略］      

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２１号の２（第１８条関係） 様式第２１号の２（第１８条関係） 

自立支援医療（精神通院医療）意見書（診断書） 自立支援医療（精神通院医療）意見書（診断書）

 ［略］ 年 月 日生（ 歳）  

 ［略］ 

 ［略］ 年 月 日生（ 歳） 男・女 

 ［略］ 

様式第２２号（第１９条関係） 様式第２２号（第１９条関係） 

（表） （表） 

自立支援医療受給者証（育成医療） 

 ［略］    

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］    

自立支援医療受給者証（育成医療） 

 ［略］    

受

診

者

 ［略］  性別  ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］  ［略］ 

（裏） （裏） 

 ［略］  ［略］ 

様式第２３号（第１９条関係） 様式第２３号（第１９条関係） 

自立支援医療受給者証（育成医療） 

 ［略］    

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

自立支援医療受給者証（更生医療） 

 ［略］    

受

診

者

 ［略］  性別  ［略］ 

 ［略］  男・女  ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

様式第２４号（第１９条関係）（裏） 様式第２４号（第１９条関係）（裏） 

  ［略］       ［略］

 受

診

者

［略］

［略］

［略］

  ［略］        

  ［略］    ［略］

 受

診

者

［略］

［略］  性別

［略］

  ［略］        

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第２８号（第２１条関係） 様式第２８号（第２１条関係） 

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（育 自立支援医療受給者証等記載事項変更届（育 



成医療） 

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

成医療） 

受

診

者

 ［略］  性別  ［略］ 

 ［略］  男・女  ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］  ［略］ 

様式第２９号（第２１条関係） 様式第２９号（第２１条関係） 

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（更 

生医療） 

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（更 

生医療） 

受

診

者

 ［略］  性別  ［略］ 

 ［略］  男・女  ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］  ［略］ 

様式第３０号（第２１条関係） 様式第３０号（第２１条関係） 

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（精 

神通院） 

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（精 

神通院） 

受

診

者

 ［略］  性別  ［略］ 

 ［略］  男・女  ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］  ［略］ 

様式第３１号（第２２条関係） 様式第３１号（第２２条関係） 

自立支援医療（育成医療）受給者証再交付申請書 自立支援医療（育成医療）受給者証再交付申請書 

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

受

診

者

 ［略］  性 別  ［略］ 

 ［略］  男・女  ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

 ［略］  ［略］ 

様式第３２号（第２２条関係） 様式第３２号（第２２条関係） 

自立支援医療（更生医療）受給者証再交付申請書 自立支援医療（更生医療）受給者証再交付申請書 

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

    ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

受

診

者

 ［略］  性 別  ［略］ 

  男・女  ［略］ 

 ［略］    

 ［略］    

様式第３３号（第２２条関係） 様式第３３号（第２２条関係） 

自立支援医療（精神医療）受給者証再交付申請書 自立支援医療（精神医療）受給者証再交付申請書 

受

診

者

 ［略］    ［略］ 

    ［略］ 

 ［略］    

受

診

者

 ［略］  性 別  ［略］ 

  男・女  ［略］ 

 ［略］    



 ［略］     ［略］    

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市障害者の日常生活及 

 び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第１９号から第２３号まで、 

 第２４号（裏）及び第２８号から第３３号までの規定により作成されている様式に

ついては、当分の間、使用することができる。 



さいたま市規則第８９号 

   さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成１３年さいたま市規則

第４８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （手当の額等）  （手当の額等） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ 前項に規定する手当のうち、日額をもって支給

する手当（防疫等業務手当を除く。）については、

従事した時間が３時間（用地交渉等業務手当にあ

っては、２時間）に満たない日については、手当

を支給しない。 

２ 前項に規定する手当のうち、日額をもって支給

する手当については、従事した時間が３時間（別

に定めるものを除く。）に満たない日については、

手当を支給しない。 

   附 則    附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１３年５月１日から施行する。 この規則は、平成１３年５月１日から施行する。

 （条例附則第４項の規則で定める額） 

２ 条例附則第４項の規則で定める額は、３，００

０円（新型コロナウイルス感染症の患者若しくは

その疑いのある者の身体に接触して、又はこれら

の者に長時間にわたり接して行う業務その他これ

に準じる業務で市長が定めるものに従事した場合

にあっては、４，０００円）とする。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種

類
業務内容 対象者 

基

準

支

給

額

備

考 

 ［略］ 

防

疫

等

業

務

感染症の患者又

はその疑いのあ

る者の救護業務

 ［略］  

［

略

］ 

 ［略］ 

種

類
業務内容 対象者 

基

準

支

給

額

備

考 

 ［略］ 

防

疫

等

業

務

感染症の患者又

はその疑いのあ

る患者の救護業

務 

 ［略］  

［

略

］ 

 ［略］ 



手

当

感染症等の病原

体に汚染された

検体又はその疑

いのある検体の

試験、検査等の

業務 

保健科学課

、生活科学

課及び病院

の中央検査

科の職員 

 ［略

］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 ［略］ 

手

当

感染症等の病原

体に汚染された

検体又はその疑

いのある検体の

試験、検査等の

業務 

保健科学課

及び生活科

学課の職員 

 ［略

］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の

規定は、令和２年４月１日から適用する。 



さいたま市規則第９０号 

   さいたま市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市老人福祉法施行細則（平成１５年さいたま市規則第１２６号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更

の届出等 

 （養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更

の届出等 

第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］ 

２ 法第１６条第３項の規定により養護老人ホーム

又は特別養護老人ホームの入所定員を減少し、又

はその入所定員を増加しようとするときは、あら

かじめ、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入

所定員減少（増加）認可申請書（様式第２８号）

により市長の認可を受けなければならない。 

２ 法第１６条第３項の規定による養護老人ホーム

又は特別養護老人ホームの入所定員を減少し、又

はその入所定員を増加しようとするときは、あら

かじめ、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入

所定員減少（増加）届（様式第２８号）により市

長の認可を受けなければならない。 

 （養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止

又は休止の認可申請） 

 （養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止

又は休止の認可申請） 

第２５条 法第１６条第３項の規定により養護老人

ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、又は休

止しようとするときは、養護老人ホーム・特別養

護老人ホーム廃止（休止）認可申請書（様式第２

９号）により市長の認可を受けなければならない。

第２５条 法第１６条第３項の規定による養護老人

ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し又は休止

しようとするときは、養護老人ホーム・特別養護

老人ホーム廃止（休止）認可申請書（様式第２９

号）により市長の認可を受けなければならない。

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係） 

 ［略］    ［略］ 

 扶養義務者費用徴収基準    扶養義務者費用徴収基準 

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考 

  １ ［略］   １ ［略］ 

  ２ 「均等割額」とは、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に

規定する均等割の額をいい、「所得割額」と

は、同項第２号に規定する所得割の額をいう。

   この場合において、同法第３２３条に規定す

る市町村民税の減免があったときは、その額

  ２ 「均等割額」とは、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に

規定する均等割の額をいい、「所得割額」と

は、同項第２号に規定する所得割の額をいう。

   この場合において、同法第３２３条に規定す

る市町村民税の減免があったときは、その額



を所得割額又は均等割額から順次控除して得

た額を所得割額又は均等割額とし、所得割額

の計算に当たっては、同法第３１４条の７及

び第３１４条の８並びに同法附則第５条第３

項及び第５条の４第６項、第５条の４の２第

５項、第５条の５第２項、第７条の２第４項

及び第４５条第４項から第６項までの規定は

適用しないものとする。 

を所得割額又は均等割額から順次控除して得

た額を所得割額又は均等割額とし、所得割額

の計算に当たっては、同法第３１４条の７及

び第３１４条の８並びに同法附則第５条第３

項及び第５条の４第６項、第５条の４の２第

６項、第５条の５第２項、第７条の２第４項

及び第４５条第４項から第６項までの規定は

適用しないものとする。 

  ３～６ ［略］   ３～６ ［略］ 

様式第１９号（第１６条関係） 様式第１９号（第１６条関係） 

老人居宅生活支援事業開始届 老人居宅生活支援事業開始届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

 ３ 条例、定款その他基本約款 

３ ［略］ ４ ［略］ 

４ 主な職員の氏名 ５ 主な職員の氏名及び経歴 

５ ［略］ ６ ［略］ 

６ 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小

規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共

同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行

おうとする者にあっては、当該事業の用に供する

施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類（小

規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共

同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係

るものを除く。）、所在地及び入所定員、登録定

員又は入居定員（老人デイサービス事業に係るも

のを除く。） 

７ 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小

規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人

共同生活援助事業を行おうとする者にあっては、

当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は

住居の名称、種類（小規模多機能型居宅介護事業

及び認知症対応型老人共同生活援助事業に係るも

のを除く。）、所在地及び入所定員、登録定員又

は入居定員（老人デイサービス事業に係るものを

除く。） 

７ ［略］ ８ ［略］ 

８ その他（添付書類） ９ その他 

 ・ 届出者の登記事項証明書又は条例  収支予算書 

 事業計画書 

様式第２０号（第１７条関係） 様式第２０号（第１７条関係） 

老人居宅生活支援事業変更届 老人居宅生活支援事業変更届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

１ 事業所の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

様式第２１号（第１８条関係） 様式第２１号（第１８条関係） 



老人居宅生活支援事業廃止（休止）届 老人居宅生活支援事業廃止（休止）届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

１ 事業所の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ ［略］ ５ ［略］ 

様式第２２号（第１９条関係） 様式第２２号（第１９条関係） 

老人デイサービスセンター等設置届 老人デイサービスセンター等設置届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

１～３ ［略］ １～３ ［略］ 

 ４ 施設の運営の方針（管理規程等） 

４ ［略］ ５ ［略］ 

５ 施設の長の氏名 ６ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

６ ［略］ ７ ［略］ 

７ ［略］ ８ ［略］ 

８ ［略］ ９ ［略］ 

９ その他（添付書類） １０ その他 

 ・ 届出者の登記事項証明書  土地及び建物に係る権利関係を明らかにする

ことができる書類 

 定款その他基本約款 

様式第２３号（第２０条関係） 様式第２３号（第２０条関係） 

老人デイサービスセンター等変更届 老人デイサービスセンター等変更届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

１ 施設の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

様式第２４号（第２１条関係） 様式第２４号（第２１条関係） 

老人デイサービスセンター等廃止（休止）届 老人デイサービスセンター等廃止（休止）届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

１ 施設の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 



３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ ［略］ ５ ［略］ 

様式第２５号（第２２条関係） 様式第２５号（第２２条関係） 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置認可申請

書 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置認可申請

書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

  養護老人ホーム・特別養護老人ホームの設置に

 ついて認可を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

  老人ホームの設置について認可を受けたいので、

 次のとおり申請します。 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ 施設の所在地 ２ 施設の所在地及び地理的状況 

３ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 ３ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 建物（規模及び構造） 

 設備 

 土地（敷地の面積及び借地などの有無） 

４ 老人福祉法施行規則第２条第１項第３号又は第

４号に掲げる事項 

４ 老人福祉法施行規則第２条第１項第４号又は第

５号に掲げる事項 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

７ その他（添付書類） ７ その他 

 建物の平面図及び立面図  ３の詳細を記載した土地、建物の平面図、建

物の立体図、立面図、設備の配置図 

 設備の配置図  土地及び建物に係る権利関係を明らかにする

ことができる書類 

 申請者の登記事項証明書  事業計画及び予算書（社会福祉法人にあって

は、さらに次の書類を添付すること。） 

 資産の状況書 

 定款その他の基本約款 

様式第２６号（第２３条関係） 様式第２６号（第２３条関係） 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム事業開始届 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム事業開始届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

  養護老人ホーム・特別養護老人ホームの認可を

受けましたが、次のとおり事業を開始しましたの

で、管理規程等関係書類を添えて届け出ます。 

  老人ホームの認可を受けましたが、次のとおり

事業を開始しましたので、管理規程等関係書類を

添えて届け出ます。 

１ 施設の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 

様式第２７号（第２４条関係） 様式第２７号（第２４条関係） 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届 



 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

  養護老人ホーム・特別養護老人ホームについて、

 次のとおり変更しますので、届け出ます。 

  老人ホームとして届け出た（施設名）について、

 次のとおり変更しますので、届け出ます。 

１ 施設の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

様式第２８号（第２４条関係） 様式第２８号（第２４条関係） 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所定員減少

（増加）認可申請書 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所定員減少

（増加）届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

  養護老人ホーム・特別養護老人ホームの入所定

員の減少（増加）の認可を受けたいので、次のと

おり申請します。 

  老人ホームとして認可を受けた（施設名）の入

所定員の減少（増加）の認可を受けたいので、次

のとおり届け出ます。 

１ 施設の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ 入所定員を減少（増加）しようとする年月日 ４ 入所定員を増加しようとする年月日 

様式第２９号（第２５号関係） 様式第２９号（第２５号関係） 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止（休止）

認可申請書 

養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止（休止）

認可申請書 

 ［略］  ［略］ 

  養護老人ホーム・特別養護老人ホームの廃止（

休止）について許可を受けたいので、次のとおり

申請します。 

  養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム廃止（

休止）について許可を受けたいので、次のとおり

申請します。 

１～１０ ［略］ １～１０ ［略］ 

様式第３１号（第２７条関係） 様式第３１号（第２７条関係） 

有料老人ホーム設置届書 有料老人ホーム設置届書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

１～４ ［略］ １～４ ［略］ 

５ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 ５ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 建物（規模及び構造） 

 設備 

 土地（敷地の面積及び借地などの有無） 

６ ［略］ ６ ［略］ 

７ 入居定員及び居室数 ７ 入所定員及び居室数 



８ 老人福祉法第２９条第７項に規定する前払金、

利用料その他の入居者の費用負担の額 

８ 入居一時金、利用料その他の入所者の費用負担

の額 

９ ［略］ ９ ［略］ 

１０ その他（添付書類） １０ その他（添付書類） 

 建物の平面図及び立面図  ５の詳細を記載した土地、建物の平面図、建

物の立面図、設備の配置図 

 設備の配置図 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 市場調査等による入居者の見込みを記載した

書類 

 市場調査等による入所者の見込みを記載した

書類 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 入居契約書及び重要事項説明書  入居契約書 

 ８の前払金について保全措置を講じたことを

証する書類 

 老人福祉法施行規則第２０条の５第９号及び

第１０号に規定する内容 

 ［略］  ［略］ 

様式第３２号（第２７条関係） 様式第３２号（第２７条関係） 

有料老人ホーム変更届 有料老人ホーム変更届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

  有料老人ホームについて、次のとおり変更した

ので、届け出ます。 

  有料老人ホームとして届け出た（施設名）につ

いて、次のとおり変更したので、届け出ます。 

１ 施設の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ ［略］ ５ ［略］ 

様式第３３号（第２７条関係） 様式第３３号（第２７条関係） 

有料老人ホーム廃止（休止）届 有料老人ホーム廃止（休止）届 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

  有料老人ホームについて、次のとおり廃止（休

止）しますので、届け出ます。 

  有料老人ホームとして届け出た（施設名）につ

いて、次のとおり廃止（休止）しますので、届け

出ます。 

１ 施設の名称及び所在地 

２ ［略］ １ ［略］ 

３ ［略］ ２ ［略］ 



４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ ［略］ ５ ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和２年７月１日から施行する。ただし、別表の改正は、公布の日か

ら施行する。 


